
 

 

 

 

 

令和８年度 

 

 

事 業 計 画 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人のぎく会 

日 野 保 育 園 

 



 

 



1 

 

令和 8 年度事業計画（５月現在） 

                          日 野 保 育 園 

 

１ 保育園の運営 

 

１）所在地  東京都日野市新町１丁目５番地６ 

 

２）定員  １００ 名   ０歳児  つぼみぐみ       ９ （８）名※１ 

   現員   ９８ 名    １歳児  たんぽぽぐみ     １６（１６）名 

               ２歳児  ももぐみ      １８（１７）名 

               ３歳児  ゆりぐみ      １９（１９）名 

             ４．５歳児 うめ、さくらぐみ ３８（３７）名※２ 

※１（）内は現員数 

        ※２ ４歳児１９名 ５歳児１９名 

３）職員数    園長        １名 

主任保育士       １名 

副主任保育士   １名 

保育士    ８名 

看護師    １名 

栄養士    ３名 

事務員    １名 

非常勤保育士          ２名 

有資格保育士補助（パート） ８名 

無資格保育士補助（パート） ６名 

派遣保育士（有資格）  ５名 

派遣保育補助（無資格）  ２名 

派遣調理員    １名 

【担 任】  ５歳児さくら組 １名   

          ４歳児うめ組 １名   

          ３歳児ゆり組 ２名   

          ２歳児もも組 ３名   

          １歳児たんぽぽ組 ３名   

          ０歳児つぼみ組 ２名   

          フリー  １名    

【園 医】 秋野実咲 

【歯科医】 藤本晋一 
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４）労働時間 ７時間４５分（実働）休憩１時間 

       《保育士当番》 

        早朝 ７：００～３：４５ 

         普通 ８：１５～５：００ 

        遅番 ９：１５～６：００ 

        延長 ９：３０～７：００ 

       《給食室 当番》 

        早番 ７：４５～４：３０ 

        普通 ８：１５～５：００ 

     ※就業規則に則り当番制を実施 

 

５）保育の目的 児童福祉法２４条に基づき、日々の保育を必要とする乳幼児を保護者の委

託を受けて保育をすることが目的の施設である。 

 

６）保育の理念 わたしたちは。子どもと保護者の応援団です。 

① 野に咲く花のような根っこ（生きる力）を育てます。 

② 子どもと親の心のつながり作りを応援します。 

③ 今まで培った歴史・伝統を土台に、共に励まし合って向上していく職員

が支えます。 

 

７）保育の目標（大切な考え方） 

・ 子ども自身が成長する力を信じ保護者と職員が共に見守り、育みます。 

・ 子どもの視点に立って喜びや楽しさなどを共に感じられる保育を 

大切にします。 

・ 人間（動物食）との触れ合いの中で思いやりの心や命の大切さを伝 

えます。 

・ 大人が手本になり、子どもが社会性を身につけていくことを大切に 

         します。 

・ 職員の仕事に対する姿勢は、常に子どもを中心に考えて行動します。 

 

８）保育時間 

  午前７時開園～午後７時閉園（午後６時１分～７時は延長時間帯） 

※ 預かり児 標準児→午前７時～午後６時（６時１分以降延長） 

     短時間児→午前９時～午後５時（５時１分以降延長） 
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【児 童 処 遇】 

１）行事計画予定と避難訓練 

４月 入園の日          火災による避難訓練・消火訓練 

５月 親子ふれあいＤａｙ  震災による避難訓練・消火訓練 

    （３，４，５歳児）  J アラート訓練 

 園外保育（４，５歳児）        

６月 お楽しみ夕食会（５歳児） 地震による避難訓練・消火訓練 

         洪水時避難訓練 

      防犯避難訓練 

７月 七夕会       火災による避難訓練・消火訓練 

 のびる展 

８月             震災による災害訓練・消火訓練 

J アラート訓練 

９月 おまつりごっこ      特別警報発令時非難訓練（引き渡し） 

                火災による避難訓練・消火訓練 

１０月  プレイＤａｙ   震災による避難訓練・消火訓練 

2 歳お散歩遠足  防犯避難訓練 

親子ふれあいＤａｙ 

（０、１，２歳児） 

１１月 芋掘り    震災による避難訓練・消火訓練 

園外保育（３歳児）  洪水避難訓練 

 

１２月 クリスマス会      震災による避難訓練・消火訓練 

                 J アラート訓練 

１月  卒園児お集り会       総合災害訓練（通報・消火訓練） 

火災による避難訓練・消火訓練 

２月  豆まきごっこ（造形活動） 地震による避難訓練・消火訓練 

発表会（２~５歳、０~１歳）J アラート訓練  

新入所児説明会      防犯避難訓練 

３月 お別れ会食会        震災による避難訓練・消火訓練 

  のびる展 

卒園式 

    お別れ園足（５歳児） 

通年  月４回 外部による体育指導（８月を除く） 

    月１回 誕生会 

※ 行事は感染症その他の事情により中止または延期する可能性あり 
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３）健康管理 

子ども一人ひとりの発育発達を考慮しながら、健康な生活習慣を身につけ、 心身

ともに健康な体をつくり、成長を遂げられるように取り組む。 

《 目標 》・健康の維持・増進に努め、健全な発育を促す。 

       ・健康と安全に留意して、園生活を快適に過ごせるようにする。 

《ねらい》・個々の発達に応じて、健康な生活習慣の自立に努める。 

      ・疾病予防と早期対処、事故防止に努める。 

◇年間保健行事 

  内科    乳児健康診断（月１回 ０．１歳児） 

        春の健康診断（年１回 全園児） 

        秋の健康診断（年１回 全園児） 

  歯科    （年１回 全園児） 

  視力測定   ４歳児以上 

◇保健指導   手洗い指導 ２歳児以上 

         歯磨き指導 ０歳より（看護師指導） 

◇環境衛生   エアコンフィルターの清掃、管理消毒 

         玩具等の管理消毒 

         砂場の管理消毒 

 

４）食事 

《目標》いろいろな食品をバランスよく食べ、強い体をつくる。 

     みんなで楽しく食べ、好き嫌いをなくす。 

 ◇栄養管理 

   年間計画により４期別に細かい目標をたて、献立の留意点、調理の留意点に 

添って献立、計画をたて毎日に献立の栄養計算・保健所への報告を行う。 

 ◇食育のねらい 

０歳児 ・ 適切な援助により、食事に対し意欲や楽しさを感じ喜んで食べる。 

１歳児 ・ 様々な食事を楽しみながら食べる。 

・ 自分で食べようとする。 

２歳児 ・ 様々な食材を観たり、触れてみる。 

・ 苦手な物も少しずつ楽しんで食べる。 

・ スプーン、フォークを正しく使う。 

３歳児 ・ 食事の大切さを知る。 

・ 箸を使う。 

・ 食事のマナーを知り、気をつけながら楽しく食べる。 

・ 食育活動に参加する。 

４歳児 ・ 食育活動に興味を持って参加する。 

・ 食事のマナーを守り、様々な食材に興味を示し名前などを知り 

楽しく食べる。 
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５歳児 ・ 食育活動に積極的に参加し、食材の名前を覚えたり、食事と栄養の 

バランスに関心を持つ。 

・ 食事マナーを意識しながら楽しく食べる。 

【歳 時】 季節に合わせた食材、食事内容を提起し季節、文化を知る。 

 

◇衛生管理 

 ・衛生チェック表を作成し、毎日衛生項目に沿って確認する。 

 ・調理人の細菌検査（毎月１回） 

 ・調理室の清掃 ワゴン、カウンターの清掃（消毒）定期的の冷蔵庫内の消毒。 

 ・食器洗浄後熱風庫にて保管 

 ・原材料・調理済み食品の保存（２週間）をする。 

◇栄養給与目標（栄養量の基準）８訂 

 

 エネルギ

ー Kcal 

蛋白質 

   ｇ 

資質 

   ｇ 

カルシウ

ム mｇ 

鉄 

ｍｇ 

ビタミン 

Ａ Ｉｕ 

 Ｂ１ 

ｍｇ 

 Ｂ２ 

ｍｇ 

ビタミン 

Ｃ ｍｇ 

３歳未満 ５５０ １８.５ １５.２ ２２５ ２.３ １２５ ０.２５ ０.３０ ２０ 

３歳以上 ５８０ ２０ １６ ２７０ ２.３ １３５ ０.３２ ０.３６ ２０ 

 

◇離乳食・アレルギー除去食について 

 ・個人差を考え無理のない離乳食を進める。 

 ・１歳児の食事に関して、離乳食または完了食後２～３ヶ月までは離乳食（完了 

  食を用意し充実させていく。 

・アレルギー児の食物除去、または代替食もそれぞれの子どもの症状により対応 

し除去解除に努める。 

 

☆離乳食の進め方 

①食べやすい形 → 子どもの状態に合わせた形状で与える。  

          食べる気持ちを大切にし、咀嚼も考慮する。 

②栄養と食品のバランス 

         → 準備期は家庭の進行に合わせ追って給食に取り入れる。 

            進行に合わせ穀類、たんぱく質、野菜を素材またはスー 

            プ等に工夫し三種を組み合わせる。卵等のアレルギーを 

            起こしやすいもの、果物、果汁は中期まで使用しない献 

            立にする。 

  ③薄味     → 調味料をできるだけ使わず、出汁は昆布を基本に素材の 

            味を生かして調理する。 

 

【 職 員 】 

１．会議 
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  ・職員会議  毎月１回 

  ・保育士会議 毎月１回 

  ・幼児棟会議 毎月１回 

  ・乳児棟会議 毎月１回 

  ・給食会議  毎月１回 

  ・アレルギー対応委員会会議 毎月１回 

  ・防災訓練会議 年１回 

  ・防犯訓練会議 年１回 

 

２．健康管理 

  春季健康診断（レントゲン、心電図、血液検査、尿検査、血圧）  

  職員抗体検査（新入職員９月） 

  秋季健康診断 ４月正規入職者（  同  ） 

 

３．研修計画 

  ・東社協主催研修 保育士研究東京大会         

           その他研修（給食関係）    年４回 希望者 

  ・他社協主催研修 保育士研究大会関東ブロック       １名 

  ・日野市主催公民研修会             年４回 希望者 

  ・日野市主催研修                    希望者 

  ・東京都保健所主催研修                 希望者 

  ・各企業、団体企画講習                 希望者 

  ・キャリアアップ研修     処遇改善費Ⅱの要件に該当する職員 

  ・その他リモート研修                  希望者 

 

園内研修 

  ・新人研修（４月） 

  ・緊急時対応訓練 

    ５月９日 「嘔吐」 

    ９月２６日 「怪我」 

    １２月２６日 「アレルギー」 

 

４．備品等購入計画 

  ・高額になるものは特に無し 

   

５．改修計画 

  ・長期計画（案）：職員休憩室の移転（旧個人宅開放スペース２階） 

           休憩室→災害時備蓄倉庫、理事長事務室→書物、書類倉庫 

   ・砂場の修繕 
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６．維持・安全管理 

  ・総合遊具点検（年２回） 

  ・害虫駆除施行、点検（年６回） 

  ・電気系統、空調機保守点検（年２回） 

  ・建物設備点検（年２回） 

  ・火災報知機設備点検（年２回） 

  ・非常照明点検（自主） 

  ・電気設備安全点検（年２回） 

  ・ゴミサー定期点検（年１回） 

  ・GHP外機点検（年１回） 

  ・日野市消防設備（年２回） 

  ・110番巡回管理（年４回） 

  ・フロンガス流出点検（月 1回、園職員が点検） 

  ・庭木選定 

  ・給食室クリーニング 

  ・幼児棟トイレクリーニング 

  ・グリストラップ配管高圧洗浄 

  ・幼児棟床コーティング（クリーニング） 

  ・空調クリーニング 

  ・給食室浄水器フィルター交換、点検（ホシザキ） 

  ・０歳児、職員休憩室浄水フィルター交換、点検（ジャクエツ） 

  ・冷蔵庫点検（冷蔵庫、冷凍庫、冷蔵冷凍庫３台 年２回７月、１月） 

 

７．保護者にむけて 

１）保育参観（親子ふれあいＤａｙ）は２回、年齢別に行い、昨年より参加人数を 

多くし柔軟に当日参加できるようにする。新型コロナウイルスによる対応変更も 

ある。 

 ２）保護者会は年２回を予定し、各クラスごとに行う。 

  ３）お知らせ 

     園だより       毎月１回発行 

     保健だより      毎月１回発行 

     献立表（幼児）    毎月１回発行 

     献立表（離乳食）   毎月２回発行（２週ごと） 

     給食だより      年４回以上発行 

     行事のお知らせ    随時 
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８．地域にむけて 

  １）地域公益事業として日野社会福祉協議会と協力しフードドライブ事業へ参加 

    フードドライブ事業とは生活に困窮している家庭に対する食料品の寄付事業で 

ある。 

日野保育園で地域や家庭にある食料品の寄付を受け付ける。 

  ２）その他新型コロナウィルス感染症の拡大等の社会状況に合わせて以下の計画の 

実施をする。  

 （１）近隣の学校に訪問して就学に向けての準備を図る。 

（２）小学生、中学生、高校生の短期職場体験を受け入れる。 

 （３）大学生の短期実習、または単位取得実習を受け入れる。 

（４）社会福祉法人連携ネットワークが行う地域公益事業への参画（８年目） 

      （防災シンポジウムへの参画、フードドライブ事業への参画） 

 

 


